














を理由とする不寛容と闘うために,すべての適切な措

置をとるものとする。

第5条

1.児童の父母又は場合により法定保護者は,自らの宗

教又は信念に従い,かつ,その児童の養育に適当と信

じる道徳的教育に留意しながら,その家族内での生活

を組織する権利を有する。

2.すべての児童は,父母又は場合により法定保護者の

願望に応じた宗教又は信念についての教育を受ける権

利を享有し,父母又は法定保護者の願望に反する宗教

又は信念についての教育を受けることを強制されない。

その際,その児童にとって最善であるものを原則とす

る。

3.児童は,宗教又は信念を理由とするすべての差別か

ら保護される。児童は,人民相互の理解,寛容及び友

情,平和及び世界的兄弟愛,他人の宗教又は信念の自

由の尊重という精神をもって,並びに,自らの活力

及び才能は仲間のために向けられるべきであるという

充分な意識をもって,養育される。

4、父母又は法定保護者のどちらの監督下にもない児童

の場合は,父母又は法定保護者が宗教又は信念につい

て表明した願望もしくは願望を証明するものに対し,

正当な考慮がはらわれる。その際,その児童にとって

最善であることを原則とする。

5.児童がそれをもって養育される宗教又は信念の実践

活動は,この宣言の第1条の3を考慮し,その児童の

身体的又は精神的健康,もしくはその児童の十全な発

達をそこなうものであってはならない。

第6条

この宣言の第1条に従い,かつ第1条の3の規定を前

提として,思想,良心,宗教又は信念の自由についての

権利は,とりわけ次のような自由を含む。
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(a)宗教又は信念に関連する礼拝又は集会の自由,並

びにこれらの目的のための場所を設置及び維持する

自由

(b)適切な慈善的又は人道主義的機関を設立及び維持

する自由

(c)宗教又は信念の儀式又は慣習に関してそれに必要

な品物や材料を適切な範囲で作製,取得及び使用す

る自由

{d)これらの分野において関連出版物を著述,発行及

び普及させる自由

(e)宗教又は信念を,その目的にかなった場所で布教

する自由

(f)個人や機関からの任意の財政的又はその他の寄付

を,要請及び受領する自由

(g)いかなる宗教や信念でも,その要件や規範にした

がって指導者を訓線指名,選出又は継承によって

任命する自由

{h)自らの宗教又は信念の教えに従って安息日並びに

祝日及び祭典を祝う自由

(i)宗教及び信念に関して,国内的及び国際的に個人

及び共同体との交流を確立及び維持する自由

第7条

この宣言に定められた権利及び自由は,すべての者が

こうした権利及び自由を実際に享受できるよう,国内法

において承認される。

第8条

この宣言中のいかなる規定も,世界人権宣言及び国際

人権規約に定義されている権利を制限もしくは害するも

のと解してはならない。
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国際連合広報センターでは,国際連合の活動を示すパンフ

レット(日本語,英語)を多数備え,無料で一般に差上げ

ています。また16ミリ映画の無料貸出しも行っています。

詳しくは以下におたずね下さい。

1983年3月15日

国際連合広報センター

東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館22階

〒107電話(475)1611～4
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